
サーキュラーデザイン・リーディングモデル構築支援事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 県は、事業者等によるサーキュラーエコノミーのリーディングモデル創出及び資源循環

型社会への転換を推進するため、事業者等が行うサーキュラーデザイン（資源循環に配慮した

設計）の考え方に基づく環境に配慮された製品の試作開発等に係る経費に対し、予算の範囲内

において補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、補助金等交付規則（昭和５１年

宮城県規則第３６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱（以下「要綱」

という。）の定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において「事業者等」とは、次に掲げるものをいう。 

（１）県内に事業所を置く法人その他の団体及び県内の住所地、居所地又は事業場等の所在地を

納税地として青色申告を行っている個人事業者で、製造業に属する事業を主たる事業として

営む者をいう。 

（２）その他知事が認める団体 

 

（補助金の交付対象となる者） 

第３条 補助金の交付対象となる者は、事業者等のうち、以下の全ての要件に適合するものとす

る。 

（１）全ての県税に未納がないこと。 

（２）過去３年間に、交付決定を受けた補助事業に対し、規則第１６条第１項の規定による交付

決定の取消しを受けていないこと。 

（３）物品調達に係る競争入札の参加資格制限要領（平成２７年４月１日施行）第２条第１項の

規定による資格制限又は宮城県建設工事入札参加登録業者指名停止要領（平成２７年４月１

日施行）第２条第１項の規定による指名停止を受けていないこと。 

（４）暴力団排除条例（平成２２年宮城県条例第６７号）に規定する暴力団又は暴力団員等でな

いこと。 

 

（補助の対象となる事業） 

第４条 補助の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次の全ての要件を満たすもの

とする。 

（１）サーキュラーデザイン（資源の循環に配慮した設計）の考え方に基づき、事業者等が行う

環境に配慮した製品の試作開発等の事業であること。  

（２）他事業者の参考となるサーキュラーエコノミーのリーディングモデルとして、県と協力し

て取組及び製品等を広報・ＰＲ等すること。 

（３）補助事業の完了後３年以内に事業化することを目指す事業であること。 

（４）その他知事が別に定める要件を満たす事業であること。 

 

（補助の対象となる経費） 

第５条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、前条の事業を行う上で必要

な経費のうち、別表１に定める経費とする。 



 

（補助金の額等） 

第６条 補助事業者に交付する補助金の補助率及び補助限度額、並びに補助事業の期間は、次のと

おりとする。 

（１）補助率 ３分の２以内 

（２）補助限度額 １事業あたり１０，０００千円 （ただし、２か年度にわたる事業を行う場

合においても、補助金の合計額が１０，０００千円を超えることはできないものとし、か

つ、各年度の交付決定額は１０，０００千円を上限とする。） 

（３）補助事業の期間 ２か年度以内 

２ 補助事業者は、本補助金の対象経費と同一の経費について、この補助金と併せて他の補助金等

の交付を受けることができない。 

３ 補助金の交付額は前条の補助対象経費に補助率を乗じて得た額とする。  

なお、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

 

（募集及び申請方法） 

第７条 知事は、予算の範囲内において、補助金の交付を希望するものを募集するものとする。 

２ 補助金の交付を申請する者は、知事が定める日までの間に、様式第１号による補助金交付申請

書を知事に提出しなければならない。ただし、２か年度にわたって補助事業を行おうとする場合

は、その事業計画の最初の年度に限り、補助金交付申請書と併せて様式第２号による事業計画認

定申請書を提出しなければならない。 

３ 前項の補助金交付申請書及び事業計画認定申請書に添付しなければならない書類は、別表２の

とおりとする。 

４ 知事は、第２項の規定による補助金交付申請書及び事業計画認定申請書の提出があった場合

は、当該申請書の内容が第３条及び第４条に定める補助金交付の要件に適合すると認められるも

のを受理する。ただし、申請書の提出時点で不備のあるものにあっては、当該不備に係る補正が

完了した時点で受理する。 

５ 第２項の規定による補助金交付申請書の提出は、当該年度において１者につき１度のみとす

る。 

６ 第２項の規定による補助金の交付を申請した者が、交付決定前に当該申請を辞退する場合は、

様式第３号による補助金交付申請辞退届を知事に提出しなければならない。 

 

（申請の際の消費税及び地方消費税） 

第８条 補助金の交付を申請する者は、本補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額（補助

対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１

０８号）及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に基づく仕入に係る消費税及び地方消費税

として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。）を減額して申請しな

ければならない。ただし、申請時において本補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が

明らかでないものについては、この限りでない。 

 

（交付決定等） 

第９条 知事は、補助金の交付申請及び事業計画の認定申請の内容について、別に定める方法によ

り審査を行う。 



２ 知事は、補助事業が確実かつ効果的に実施されると認めるときは、予算の範囲内で交付の決定

及び事業計画の認定を行う。 

３ 知事は、規則第６条の規定による補助金の交付の決定及び第２項の規定による事業計画の認定

を行ったときは、その旨を通知する。 

４ 知事は、第１項の規定にかかわらず、事業計画の認定を行った事業（以下、「２か年度事業」

という。）については、第１３条第１項の規定により提出された実績報告書により補助事業の実

績を確認した上で、翌会計年度の交付決定を行うことができる。 

 

（交付の条件） 

第１０条 規則第９条の規定により付する条件は、次のとおりとする。 

（１）補助事業者は、規則、要綱、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良

なる管理者の注意をもって補助事業を行うこと。 

（２）補助事業者は、知事が補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るために、必要に応じて

報告を求め、又は現地調査を行おうとするときは遅滞なくこれに応じること。 

（３）補助事業者は、補助事業の内容の変更又は補助事業に要する事業費の配分（別表１の経費区

分欄に定める科目の区分毎の配分額をいう。）の変更をする場合においては、あらかじめ様式

第４号による事業変更承認申請書を提出し、知事の承認を受けること。ただし、次に掲げる軽

微な変更にあっては、この限りでない。 

ア 申請のあった補助事業の目的や効果に影響しない範囲での仕様等の変更 

イ 補助対象事業費の総額の２０％以内の減少 

ウ 補助対象事業費の配分の流用に伴う増減（ただし、別表１の経費区分欄に定める科目の区

分毎の配分額が変更前の配分額から２０％を超えて流用する場合を除く。） 

エ その他知事が必要と認めるもの 

（４）補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、様式第５号による事業中

止（廃止）承認申請書を知事に提出し、その承認を受けること。 

（５）交付決定のあった会計年度内に事業が完了すること。 

（６）補助事業者は、補助事業の完了後、別に定めるところにより、事業の進捗状況等の補助事業

の効果を知事に報告すること。 

（７）補助事業者が、第１１条各号のいずれかに該当する場合には、交付決定を取り消し、補助金

の返還を命じることがあること。 

（８）補助事業者は、取得財産については、その管理に係る台帳を備え、その管理状況を明らかに

しておくとともに、取得財産を処分（補助金の交付の目的に反して転用、譲渡、交換、貸付、

取壊し、廃棄又は担保等に供することをいう。以下同じ。）しようとするときは、あらかじめ

知事の承認を受けること。 

（９）この要綱により補助金を交付した事業の補助事業名、補助事業者名、所在地、その他補助事

業の内容の公表について、協議の上、これに協力すること。 

 

（交付決定の取消し） 

第１１条 知事は、補助事業者が次のいずれかに該当する場合には、交付決定を取り消し、補助金

の返還を命じることができる。 

（１）補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 

（２）補助事業に関して、虚偽の申請等の不正、報告の遅延等の怠慢その他不適当な行為をしたと



き。 

（３）暴力団排除に関する誓約書に虚偽がある、又は、違反したとき。 

（４）補助事業が、補助金の交付決定をした年度内に完了しないとき。 

（５）知事の承認を受けずに、補助事業により取得又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」

という。）の利用を中止し、又は処分したとき。 

（６）補助事業に関して、交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。 

（７）その他知事が必要と認めるとき。 

 

（補助事業の実施） 

第１２条 補助事業の着手日は、補助金の交付の対象となる全部又は一部の事業を実施するために

必要な売買、請負、その他の契約を締結した日とし、着手は、交付決定年月日以降にしなければ

ならない。 

２ ２か年度事業を行う補助事業者は、２年目の事業について、やむを得ない事由により交付決定

より前に事業に着手する場合、あらかじめ様式第６号による交付決定前着手届を知事に提出しな

ければならない。 

３ 補助事業の完了日は、製品の試作開発等が完了し、報告書等の取りまとめが完了した日、か

つ、補助事業に関する支払が完了した日とする。 

 

（事業計画の変更等） 

 第１３条 補助事業者は、第９条第２項の規定により認定された事業計画を変更しようとする場

合は、あらかじめ様式第７号による計画変更認定申請書を知事に提出し、その認定を受けなけ

ればならない。 

２ 補助事業者は、第９条第２項の規定により認定された事業計画を中止し、又は廃止しようと

する場合は、あらかじめ様式第８号による計画中止（廃止）承認申請書を知事に提出し、その

承認を受けなけれ ばならない。 

 

（実績報告等） 

第１４条 補助事業者は、補助事業の完了の日から３０日を経過した日又は補助金の交付の決定の

あった日の属する会計年度（以下「補助金交付決定年度」という。）の２月末日のいずれか早い

日までに、様式第９号による実績報告書を知事に提出しなければならない。ただし、補助金交付

決定年度の翌年度以降も事業を継続する場合であって、補助金交付決定年度において３月中も事

業を実施しようとするときは、あらかじめ、知事にその旨を報告し、その指示を受けるものとす

る。 

２ 前項の規定による実績報告書に添付しなければならない書類は、別表３のとおりとする。 

３ 補助事業者は、やむを得ない理由により年度内に事業を完了することができない場合は、速や

かに、知事に報告してその指示を受けなければならない。 

 

（実績報告に係る消費税及び地方消費税） 

第１５条 補助事業者は、前条第１項の規定による実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に

係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかになった場合は、これを減額して報告しなけれ

ばならない。 

 



（補助金の額の確定） 

第１６条 知事は、補助事業者の実績報告書を受理した後、その内容を審査し、交付すべき補助金

の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。 

 

（消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１７条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合に

は、様式第１０号により速やかに知事に報告するとともに、知事の返還命令を受けてこれを返還

しなければならない。 

 

（補助金の支払） 

第１８条 知事は、第１６条の規定により補助金の額を確定したときは、速やかに補助事業者に対

し補助金の支払いを行うものとする。ただし、知事は、補助事業の遂行上必要と認めるときは、

規則第１６条ただし書の規定により概算払により交付することができる。 

２ 前項ただし書による補助金の概算払で補助金の交付を受けようとする補助事業者は、様式第１

１号による補助金概算払請求書を知事に提出しなければならない。 

 

（状況報告等） 

第１９条 規則第１０条の規定による報告は、様式第１２号によるものとし、補助金交付決定年度

の１１月末日現在における補助事業の進捗状況を、補助金交付決定年度の１２月１０日までに知

事に報告しなければならない。 

２ 知事は、前項の規定による報告のほか、必要と認めるときは、補助事業者から補助事業の進捗

状況について報告を求め、現地調査を行い、補助金の使用状況等を調査することができるものと

する。 

 

（取得財産等の管理及び処分） 

第２０条 補助事業者は、取得財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 

４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数（以下「法定耐用年数」という。）の期間、善良な

る管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って効果的に運用しなければ

ならない。 

 

（取得財産の処分の制限） 

第２１条 補助事業者は、取得財産等の法定耐用年数の期間内において、当該取得財産を処分しよ

うとするときには、あらかじめ様式第１３号による財産処分承認申請書を知事に提出し、その承

認を受けなければならない。 

２ 前項の取得財産のうち、処分を制限する財産は、１件当たりの取得価格又は効用の増加額が 

５０万円以上の機械装置、重要な器具その他財産とする。 

３ 補助事業者は、第１項の規定により承認を受けた財産の処分を行った場合は、様式第１４号に

よる財産処分報告書を知事に提出しなければならない。 

４ 知事は、第１項の規定により財産の処分の承認をした場合において、当該補助事業者に対し

て、交付した補助金の全部又は一部を県に納付させることができる。 

 

 



（知的財産権の帰属） 

第２２条 補助事業の実施により特許権、実用新案権等の知的財産権（以下「知財等」という。）

が生じた場合、その権利は補助事業者に帰属するものとする。  

２ 補助事業者は、前項の知財等を活用して事業化を図るよう努めなければならない。 

 

（産業財産権に関する届出） 

第２３条 補助事業者は、補助事業年度又は補助事業年度の終了後３年以内に、補助事業に基づく

発明、考案等に関する特許権、実用新案権又は意匠権（以下「産業財産権」という。）につい

て、それらを出願し、取得し、若しくは譲渡した場合又はそれらに実施権を設定した場合には、

その旨を当該年度の終了後２０日以内に、様式第１５号により、知事に届け出なければならな

い。 

 

（成果の事業化等の報告） 

第２４条 補助事業者は、補助事業に基づき取得した成果の事業化に努めなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後３年間、毎会計年度終了後 

２０日以内に補助事業に係る過去１年間の事業化等の状況について、様式第１６号による報告書

を知事に提出しなければならない。 

３ 知事は、補助事業者から前項の規定による報告書の提出があった後、必要と認めるときは、そ

の後の事業経過についても、補助事業者から同報告書の提出を求め、現地調査を行うことができ

る。 

 

（他への譲渡による収益納付） 

第２５条 知事は、前条第２項の規定による報告により、補助事業者が当該補助事業を実施した成

果の事業化、産業財産権の譲渡、実施権の設定その他当該補助事業を実施した成果の他への供与

により収益が生じたと認めたときは、補助事業者に対し、交付した補助金の全部又は一部を県に

納付させることができるものとする。 

 

（成果の公表） 

第２６条 県は、サーキュラーエコノミーの推進を図るため、この要綱により補助金を交付した事

業の補助事業名、補助事業者名、所在地、その他補助事業の内容等を公表することができるもの

とする。 

 

（その他） 

第２７条 この要綱に定めるもののほか、補助事業の実施に関し必要なことは別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該 

補助金にも適用するものとする。 



別表１（第５条関係） 補助対象経費 

経費区分 科目 内容 

試作開発費 

原材料費 

原材料及び副資材の購入に要する経費 

・試作開発に直接使用する主要原料、主要材料、副資材の購入に要

する経費 

機械装置費 

機械装置の購入、試作、改良、据付け、賃借又は修繕に要する経費 

・自社により機械装置を製作する場合の部品等を含む。 

・試作開発費に占める割合は２分の１を上限とする。 

工具器具費 工具器具の購入、試作、改良、据付け、賃借又は修繕に要する経費 

外注費 

外注加工・分析調査等に要する経費 

・補助事業の実施に必要な設計、製造、分析、検査、調査等の外注

に必要な費用 

技術指導受入費 

技術指導の受入に要する経費 

・試作開発を行うに当たって外部からの技術指導を特に必要とす

る場合及び産業財産権の導入に支払われる経費 

共同開発費 

試作開発を共同で行う場合に要する経費 

・事業者、大学、研究機関等と共同で試作開発を行う場合に要す

る経費 

人件費 
補助事業に直接関与する者の直接作業時間に対して支払う経費 

・試作開発費に占める割合は２分の１を上限とする。 

その他の経費 その他、試作開発に当たって、特に必要と認められる経費 

販路開拓費 

販路開拓指導 

受入費 

販路開拓指導の受入に関する経費 

・販路開拓を行うに当たって外部からの指導を特に必要とする場

合、指導者等に支払われる経費 

事務費 

販路開拓に係る事務経費 

・会議費、会場借料、資料費、印刷費、原稿料、集計費、通信運搬

費、消耗品費、雑役務費 

会場設営・ 

運営費 

会場設営・運営に要する経費 

・販路開拓のために必要な展示会の開催及び展示会への出展等に係

る経費 

広報宣伝費 広報宣伝に要する経費 

外注費 

調査・分析委託費、意匠開発委託費 

・販路開拓を行うに当たって、調査や分析、意匠開発を外部の機関

に委託して行う場合に、外部機関に支払われる経費 

・販路開拓費に占める割合は２分の１を上限とする。 

その他経費 その他、販路開拓に当たって、特に必要と認められる経費 

（注）消費税及び地方消費税、振込手数料や割賦手数料、利息、光熱水費等の経常的経費、土地

の取得又は賃借に係る経費、申請書作成や各種届出に係る経費等、事業に直接要しない経費

は対象外とする。 



別表２（第７条関係） 申請書の添付書類 

区分 内容 

補
助
金
交
付
申
請
書
の
添
付
書
類 

１ 事業計画書（別紙１）  

２ 経費算出根拠（見積書等及び見積書整理表（別紙２）） 

３ 人件費積算表（別紙３）※人件費を計上する場合 

４ 事業計画概要書（別紙４） 

５ 直近３年間の財務諸表 

６ 定款及び登記簿謄本  

７ 納税証明書（県税に係る徴収金に未納がない旨の証明書）の写し  

８  暴力団排除に関する誓約書（別紙５）   

９  会社案内等のパンフレット 

10 共同体形式（共同開発を含む。）で実施する場合 

 （１）共同体組織・役割分担表 

 （２）事業者間の確認書、誓約書、協定書等 

11 その他知事が必要と認める資料 

  



別表３（第１４条関係） 実績報告書の添付書類 

区分 内容 

補
助
事
業
実
績
報
告
書
の
添
付
書
類 

１ 事業実績書（別紙１）  

２ 支出実績明細表（別紙２） 

３ 見積書（原本の写し）  

４ 契約書又は注文請書（原本の写し）  

５ 納品書（原本の写し）  

６ 請求書（原本の写し）  

７ 領収書（原本の写し）  

８ 振込を証する書類（通帳の表紙及び振込を証する部分又は振込依頼書等）（原本の写し）  

９ 人件費実績表（別紙３）※人件費を計上した場合 

10 完成写真等 

11 その他知事が必要と認める書類  

（１）取得財産等が資産登録されている、又は登録予定であることが確認できるもの（固定 

資産台帳の写し等）  

（２）技術指導受入に係る契約書  

（３）技術指導に当たって指導内容を確認できる書類  

（４）共同研究開発に係る契約書  

（５）共同研究開発に係る報告書 

（６）上記以外で必要と認められる書類 

  

 

 


